
No 項目 質問 回答

1

業務委託仕様書

３　対象（モデル市町
村）

上板町内で対象となる医療機関数および対象者数（概算）の想定があればご
教示ください。

町内で対象となる医療機関数は３医療機関（特定健診の契約医療機関）、対
象者数（概算）は１，２２５名（令和６年度未受診者数）を想定しております。
なお、モデル市町村と協議の上、可能であれば町外医療機関への協力依頼
も進めることとしております。

2

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（１）対象者の抽出

県及びモデル市町村が提供するデータについて、具体的にどの項目（レセプ
ト／健診／資格情報など）が、いつ、どの形式で提供されるか教えてくださ
い。

提供データ、形式については、概ね次のとおりとすることを想定しております
が、最終的にはモデル市町村と協議の上、決定することとしております。

　【提供データ】
　①特定健診・特定保健指導受診歴データ
　②特定健診対象者データ
　③被保険者情報データ
　④レセプト電算コード情報データ
　⑤宛名データ

　【形式】
　CSVファイル

3

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関や医師会への説明・協力依頼について、現地訪問が必要か、オンラ
イン等で代替可能かを教えてください。

町内の医療機関については、現地訪問が必要であると考えております。
（３医療機関）

4

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

「みなし健診」と認定するための検査項目や要件に明確な基準があるか、ま
た県側でガイドラインの有無をご教示ください。

県のガイドラインはありませんが、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指
導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.2 版）」に記載のある、基本的な健診項
目を基準とすることを想定しております。

5

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関から提出される検査結果について、既定様式の使用が求められる
か、また電子データでの提出が可能かを教えてください。

提出方法や様式については、対象医療機関及びモデル市町村と協議の上、
決定させていただきます。

6

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関での掲示用ポスターや対象者説明用リーフレット等の作成が求めら
れる場合、必要部数や印刷／配布方法の指定があれば教えてください。

必要部数や配布方法については、事業者が決定した後、医療機関、モデル
市町村、県と協議の上、決定させていただきます。
なお、No.1の回答（対象医療機関数、対象者数）を参考に御検討ください。

7

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関に提供する対象者リストの提供形式（紙／電子）や個人情報管理方
法（暗号化／郵送条件など）について、具体的な指示があれば教えてくださ
い。

対象者リストの提供形式は、医療機関、モデル市町村、県と協議の上、決定
することとしています。
個人情報の管理については、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとす
る個人情報保護に関する法令、ガイドライン等に加え、別記１「個人情報取扱
特記事項」、別記２「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守の上、適正な
管理をお願いします。

8

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（３）事業成果の報告

成果報告時に実施するアンケート調査について、対象（医療機関・市町村職
員・対象者など）や手法（郵送／Web／面談）に関する指定があるか教えてく
ださい。

対象は、医療機関や市町村職員等を想定しております。手法に関しては、指
定はありません。

9

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（３）事業成果の報告

成果報告会について、開催方法（対面／オンライン）や実施回数の指定があ
るか教えてください。

成果報告会については、対面開催またはハイブリッド開催で、１回程度を想
定しております。

徳島県「かかりつけ医と連携した特定健康診査の受診勧奨モデル構築事業」

※回答については、質問を受け付けた順に掲載しております。



No 項目 質問 回答

10
業務委託仕様書

７　留意事項（２）

仕様書に「本事業の実施にあたっては、厚生労働省の都道府県国保ヘルス
アップ支援事業を財源として活用することを想定している」とありますが、ヘル
スアップ交付金が不採択となった場合、本事業の中止や仕様変更の可能性
はありますか。
また、契約後に財源が確保できなかった場合の解除条件や補償の取り扱い
について、ご教示ください。

ヘルスアップ交付金が不採択となる場合においても、別途財源を確保の上、
事業を実施することを考えておりますが、可能な限り、そうならないよう御留意
ください。

11

公募要領

４　参加申込み及び企
画提案書の提出等
（３）企画提案書及び見
積書等の提出

提案書に「類似業務実績」の記載が求められていますが、過去に県または他
自治体での受託実績の有無が評価項目に含まれるか、または加点対象とな
るかご教示ください。

業務実績については、審査項目に含まれております。
審査項目と配点は、別紙のとおりです。

12

公募要領

４　参加申込み及び企
画提案書の提出等
（３）企画提案書及び見
積書等の提出

類似業務とは、特定健診受診勧奨に限らず、重症化予防、保健指導、服薬適
正化等の医療機関との連携や対象者抽出業務を含む事業も該当するかご教
示ください。

重症化予防、保健指導、服薬適正化等の医療機関との連携や対象者抽出業
務を含む事業についても、類似業務に該当いたします。

13

公募要領

４　参加申込み及び企
画提案書の提出等
（３）企画提案書及び見
積書等の提出

特定健診の勧奨や受診促進事業について、国保以外の保険者での実績（協
会けんぽ、健康保険組合など）も評価対象となるかご教示ください。

国保以外の保険者での実績も評価対象とさせていただきます。

14

公募要領

４　参加申込み及び企
画提案書の提出等
（３）企画提案書及び見
積書等の提出

小規模自治体や単年度契約の受診勧奨事業も、実績として評価対象となる
か、それとも一定の規模（対象者数、金額、期間）以上が求められるかご教示
ください。

小規模自治体や単年度契約の受診勧奨事業も、実績として評価対象とさせ
ていただきます。

15

公募要領

４　参加申込み及び企
画提案書の提出等
（３）企画提案書及び見
積書等の提出

実績を証明する際、契約書・納品書・業務報告書等の提出が必要か、または
様式指定があるかを教えてください。

実績を証明する際、必ずしも契約書・納品書・業務報告書等の提出が必要で
はありません。様式の指定もありませんので、任意様式で結構です。

16

公募要領

４　参加申込み及び企
画提案書の提出等
（３）企画提案書及び見
積書等の提出

類似業務実績として複数件の記載を行う場合、記載数の上限や推奨件数が
あればご教示ください。

記載数の上限や推奨件数について、特に指定はございません。

17

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関との契約（協定書）の起案・締結支援について、委託業者と市町村と
の役割分担を教えてください。

委託業者と市町村との役割分担については、事業者が決定した後、委託業
者、モデル市町村、県で協議の上、決定させていただきます。

18

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（１）対象者の抽出

下記データをご提供いただくことは可能でしょうか。必要時、5年分など数年分
提供いただくことは可能でしょうか。

○国保総合システム
特定健診等被保険者データ（KD_IF015）国保
レセプト電算コード情報 国保
医科（21_RECODEINFO_MED.CSV）
ＤＰＣ（22_RECODEINFO_DPC.CSV）
歯科（23_RECODEINFO_DEN.CSV）
調剤（24_RECODEINFO_PHA.CSV）

○特定健診等データ管理システム
特定健診受診者 CSV ファイル（FKAC131）
特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報）ファイル（FKAC163）
特定健診結果等情報作成抽出（その他の結果情報）ファイル（FKAC164）
また、想定されているデータ仕様やその他データ等がありましたら、ご教示く
ださい。

No.2の回答を御参照ください。



No 項目 質問 回答

19

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関及び医師会への協力依頼の際、県及びモデル市町村からの連絡
等、何かご支援をいただくことは可能でしょうか。想定されているものなどあり
ましたらご教示ください。

本事業の実施については、モデル市町村の意向に沿い、事業者、モデル市
町村、県で連携して進めることを想定しております。

20

公募要領

 ５　選定及び審査方法
（２）審査方法

本事業において、県が重視されている成果指標があればご教示ください。 No.11の回答と同様、審査項目と配点は、別紙のとおりです。

21

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（３）事業成果の報告

報告時に求められる「効果」には、定性的な成果（例：医療機関や市町村の体
制整備状況など）も含まれるかご教示ください。

定性的な成果も成果報告に含みます。

22 その他
モデル市町村のご協力体制について、モデル市町村側に本取組の担当者は
設けられていますでしょうか。また、当該担当者と連携して事業を実施する形
を想定されていますでしょうか。

モデル市町村に担当者を設置しており、当該担当者と連携して事業を実施す
る予定です。なお、モデル市町村への負担が大きくならないような御提案をお
願いします。

23

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

かかりつけ医・医師会との連携について、県として既に一定の調整を進めて
おられるか、あるいは本事業を通じて新たに連携を図る想定か、ご教示くださ
い。

かかりつけ医・医師会との連携について、事業者決定後、新たに連携を図る
想定です。

24
公募要領

 ７　契約締結

契約締結後の業務進行（データ受領〜対象者抽出〜受診勧奨・実施体制構
築〜報告）に関するおおまかなスケジュールがあれば、ご案内いただけます
でしょうか。

詳細は、事業者が決定した後、委託業者、モデル市町村、県で協議の上、決
定させていただきます。

25

公募要領

 ５　選定及び審査方法
（２）審査方法

選定委員会の実施形式（対面／オンライン）、および開催予定日時の目安が
あれば、ご教示ください。

選定委員会について、実施形式は対面、開催日時は７月上旬を予定しており
ます。

26

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（１）対象者の抽出

本事業の遂行にあたり、【被保険者台帳データ】【レセプトデータ】【特定健診
データ】などのデータが必要になると考えておりますが、県庁及び当該市町村
から提供可能なデータの一覧をご教示いただけますでしょうか。

No.2の回答を御参照ください。

27
公募要領

 ７　契約締結

再委託・再々委託が可能か
事業遂行にあたり再委託および再々委託を検討しておりますが、制限はござ
いますでしょうか。

再委託が必要となる場合は、以下、国保ヘルスアップ支援事業Q＆Aの回答
に記載のとおり、事業の実施をお願いします。

【令和７年度国保ヘルスアップ支援事業Q＆Aより抜粋】
・業務の一部を委託する場合において、さらに業務を再委託する場合は、当
該事業における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託
することはできない。また、本業務の契約金額に占める再委託金額の割合
は、原則２分の１未満でなければならない。

・自治体が委託先を管理（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分
を委託しないこと。）できる体制を整えておくこと。また、再委託ではなく自治体
が直接結ぶ２者契約や３者契約でも良いが、業者の選定については、対外的
に説明できるよう、適正に行うこと。

・再委託金額を合計して委託金額の２分の１以上となってはいけない。



No 項目 質問 回答

28

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

本事業で協力を仰ぐ医療機関は、特定健診の契約医療機関のみでしょうか。
それとも内科系クリニックの全てになりますでしょうか。
また医療機関のエリアについては、上板町様以外も含まれる認識で間違いな
いでしょうか。

No.1の回答を御参照ください。

29

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関への協力依頼に当たり、現時点の状態で、上板町医師会様は本事
業の実施についてどの程度認識されておりますでしょうか。
県庁様及び上板町様からの周知が事前に行われているなどありましたら事
前に伺えますと幸いです。

No.23の回答を御参照ください。

30

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関より、対象者様へ勧奨を行う形を想定されていると思いますが、「特
定健診の受診有無」という個人情報を医療機関側に共有する形となります
が、今回想定されるご契約上での問題はございませんでしょうか。

事業実施にあたり、個人情報の提供及び管理については、医療機関、医師
会、モデル市町村と協議の上、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとす
る個人情報保護に関する法令等を遵守し、適正管理を行うこととしておりま
す。契約上の問題は現時点では想定しておりませんが、詳細については実際
に契約を締結する際、関係者間で協議させていただきます。

31

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

通常の特定健診を勧奨する場合と、みなし健診を勧奨する場合では、医療機
関側の対応において異なる部分はありますでしょうか。
例）通常健診であると、対象者様（住民様）の自己負担が発生するなど

特定健診とみなし健診について、費用面では次のとおり相違がありますが、
仕様書に記載のとおり、特定健診未受診者に対する特定健診の受診勧奨が
行われていない場合にあっては、みなし健診に優先して特定健診の受診勧
奨をお願いします。

　【特定健診】受診者の自己負担が発生

　【みなし健診】保険者から医療機関に支払う情報提供料が発生
　　　　　　　　　　（本事業では県が負担）

32 その他
上板町さまの特定健診ですが、病院・施設対応でしょうか、それとも巡回対応
になりますでしょうか。

医療機関での個別健診において、事業を実施する予定です。

33

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（３）事業成果の報告

事業成果報告において、県庁様にて報告書に盛り込む内容について必須項
目などがありましたら、伺えますと幸いです。

必須項目はありませんが、モデル市町村や医療機関等へアンケート調査等
を実施するなど、事業の評価や改善策の検討を行った上で、事業成果報告
書の作成をお願いします。

34

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

「医療機関で特定健診の項目のうち一部の検査のみを受診済みの方に対し
ては、追加検査の実施によりみなし健診として取扱いができるため、モデル
市町村の意向に沿った実施を勧める。」とありますが、モデル市町村が追加
検査を希望する場合、検査費用は市町村の負担となる認識で相違ありませ
んでしょうか。

本事業は都道府県国保ヘルスアップ支援事業として実施しますので、通常で
あれば市町村で負担する費用（情報提供料等）についても、県で負担いたし
ますが、追加検査の費用については、モデル市町村で御負担いただくことと
なります。

35

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関がみなし健診を実施した際の情報提供料の取り決めについては、
すでに実施済みとなりますでしょうか。もしくは本件業務内で協議される想定
でしょうか。また、発生した情報提供料の支払いは本件業務に含まれない認
識で相違ありませんでしょうか。

医療機関がみなし健診を実施した際の情報提供料の取り決めについては、
本事業内で協議することを想定しております。
また、No.34の回答のとおり、情報提供料は県が負担いたします。

36

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（１）対象者の抽出

県及びモデル市町村が提供するデータとして以下のご提供は可能でしょう
か。
・レセプトデータ
・特定健診データ（FKAC167）
・医療機関リスト（医療機関所在地がわかるデータ）
・被保険者データ（KD_IF015等）

No.2の回答を御参照ください。



No 項目 質問 回答

37

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（１）対象者の抽出

被保険者マスターデータ
以下のいずれかをご提供頂けないでしょうか。
（A）国保総合システム 特定健診等被保険者データ(KD_IF015)
（B）市町村事務処理標準システム 被保険者資格データ(EUC個人資格情報
ファイル)
（C）国保総合システム 被保険者異動報告データ(資格情報ファイル(世帯・個
人))
（D）国保総合システム 被保険者異動報告データ(KD_IF020、KD_IF021)
（E）DHフォーマット
（F）その他（独自形式）

No.2の回答を御参照ください。

38

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（１）対象者の抽出

レセプトデータ
以下データをご提供頂けないでしょうか。
医科・・・「21_RECODEINFO_MED.CSV」
DPC ・・・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」
調剤・・・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」

No.2の回答を御参照ください。

39

業務委託仕様書

５　委託業務の内容
（２）かかりつけ医による
特定健診（「みなし健
診」を含む）の受診勧奨

医療機関への文書料の支払いは想定しておりますでしょうか。
想定している場合は、発注者負担でしょうか。受託者負担でしょうか。
また、目安となる単価等はございますでしょうか。

No.34、N0.35の回答を御参照ください。

40

公募要領

５　選定及び審査方法
（１）選定方法

企画ご提案に際して、評価基準の項目、合計点及び項目別の内訳点数を事
前にご教示いただくことは可能でしょうか。

No.11の回答と同様、審査項目と配点は、別紙のとおりです。

41

公募要領

 ５　選定及び審査方法
（２）審査方法

プレゼンテーションに際して、スクリーン及びプロジェクターなどの設備は貴県
にてご用意いただける認識でよろしいでしょうか。加えて、プレゼンテーション
の参加人数に上限はございますか。

プレゼンテーションについて、スクリーン等の機器については、県で準備いた
します。また、参加人数の上限は４名とします。

42

情報セキュリティに関す
る特記事項

（基本的事項）第１

「徳島県情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守」との
記載がありますが、企画ご提案に際して、法務部門にて事前に内容を確認さ
せていただきたく資料2点をご提供いただくことは可能でしょうか。

「徳島県情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順」については
お示しできませんが、「別紙2　情報セキュリティに関する特記事項」の第2項
以降を遵守いただければと考えております。


